大和市観光協会ご当地グルメPR事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、地域特有の食文化を形成することで地域及びその産業を活性化するため、事業者等が連携して実施するご当地グルメのPR等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定める。
（定義）

第２条　この要綱において「ご当地グルメ」とは、地域の活性化を目的として地域の名物として売り出される料理をいう。

２　「事業実施者等」とは、大和市観光協会会員であって、大和市内に事業所を有し事業を営む者２名以上を構成員とする組織及びグループをいう。
（事業実施者等の代表者の責務）

第３条　事業実施者等の代表者は、この要綱に定めるところに従って適正に補助金の交付申請を行い、補助事業の実施を管理し誠実に遂行しなければならない。
（補助金の交付対象）

第４条　補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるものとする。

(1) ご当地グルメを地域に定着させるための行うPR事業
(2) ご当地グルメに関するイベント関連事業
２　前項に掲げる補助事業のうち、第１号から第３号までに掲げる基準を総合的に勘案し、充足性の高いものから予算の範囲内において補助する。

(1) 交流人口の増加が見込める事業であること。
(2) 地域への貢献性が高いこと。
(3) 事業計画の熟度が高く、事業実施が見込めること。
３　同一の補助申請団体による補助金申請は年１回とし、補助金の交付は３年間を上限とする。
（補助対象経費）

第５条　補助の対象となる経費は、次に掲げるもののうち、大和市観光協会会長（以下「会長」という。）が必要かつ適当と認めた経費とする。

(1)広報宣伝費（パンフレット、ポスター、のぼり等作成費用等）
(2) イベント参加のための費用（旅費、参加費、負担金、原材料購入費等）
　
（補助金の額）

第６条　補助額は１件につき、５０，０００円を上限とし、これに事業費が満たない場合にあっては、実費とする（１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）。
（補助金の交付申請）

第７条　補助金の交付を受けようとする事業実施者等は、次に掲げる書類を会長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書（別記様式）

(2) 補助事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 事業実施者等の名簿
（実績報告）

第８条　補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した場合、補助事業の完了した日から２０日以内に会長に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の成果物（写真又は成果報告書類等補助事業の実施成果が分かるもの）
(4) 事業費の領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
（補助事業に対する指導）

第９条　会長は、必要に応じて当該補助事業について、指導することができる。
（その他）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
　　　附　則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
別記様式（第7条関係）
	ご当地グルメPR事業補助金申請書

	大和市観光協会会長　　　殿

　大和市観光協会ご当地グルメPR事業補助金交付要綱第7条に基づき補助金の交付を申請します。

　事業の運営にあたっては同要綱を遵守し実施します。

平成　　年　　月　　日

事業実施者等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

	連携する事業者等の名称、氏名、電話番号
	別紙名簿のとおり

	事業計画書
	（ご当地グルメの概要、事業スケジュール、収支予算について記述してください。別紙利用可。）
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